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こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
税
は
医

療
分（
医
療
給
付
分
）と
介
護
分（
介

護
納
付
金
分
）と
を
併
せ
て
課
税
し

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20
年
度
か
ら

新
た
に「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」を
合

算
し
て
課
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

　
こ
れ
は
４
月
か
ら
現
在
の
老
人
保

健
制
度
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

移
行
す
る
こ
と
に
伴
い
、
現
役
世
代

か
ら
の
支
援
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も

の
で
す
。 

　
ま
た
、
大
磯
町
の
国
民
健
康
保
険

事
業
運
営
は
、
支
出
の
医
療
費
の
大

幅
な
増
加
に
対
し
て
、
収
入
の
保
険

税
が
追
い
つ
い
て
い
か
な
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
国
保
財
政
の

安
定
し
た
運
営
を
図
る
た
め
、
平
成

20
年
度
か
ら
国
保
税
を
改
定
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
（
表
１
） 

 

　
改
定
に
よ
り
、
１
人
あ
た
り
平
均

１
０
，５
５
７
円（
年
額
）、
12
・
８
％

の
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。 

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
み
な
さ

ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。 

　
４
月
か
ら
の
医
療
制
度
改
正
に
よ

り
、
国
民
健
康
保
険
制
度
が
一
部
変

更
さ
れ
ま
す
。
主
な
変
更
内
容
は
次

の
と
お
り
で
す
。 

 

◎
義
務
教
育
就
学（
小
学
校
入
学
）前

ま
で
２
割
に
拡
大 

　
今
ま
で
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担

２
割
の
対
象
者
は「
３
歳
未
満
」ま
で

で
し
た
が
、
４
月
か
ら
は
対
象
者
が

「
義
務
教
育
就
学（
小
学
校
入
学
）前
」

ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。 

　
　 

◎
７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
１
割
負
担

の
方
が
２
割
負
担
に 

　
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
の
医
療

機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
が
、
１
割

か
ら
２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、

平
成
20
年
４
月
か
ら
１
年
間
は
国
の

特
例
措
置
に
よ
り
１
割
に
据
え
置
か

れ
ま
す
。（
現
役
並
み
所
得
者
に
つ

い
て
は
現
行
ど
お
り「
３
割
」の
ま
ま

で
す
。） 

 

◎
退
職
者
医
療
の
対
象
年
齢
変
更 

　
会
社
等
を
退
職
し
て
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
、
厚
生
年
金
等
を
受
け

ら
れ
る
75
歳
未
満
の
方
と
そ
の
被
扶

養
者
は
、
退
職
者
医
療
制
度
で
医
療

を
受
け
ま
す
が
、
４
月
か
ら
そ
の
対

象
年
齢
が
65
歳
未
満
に
変
わ
り
ま
す
。

65
歳
に
な
る
と
一
般
の
国
民
健
康
保

険
加
入
者
と
な
り
、
被
保
険
者
証
が

切
り
替
え
に
な
り
ま
す
。
（
対
象
者

に
は
３
月
下
旬
に
保
険
証
を
お
送
り

し
ま
し
た
。） 

 

◎
６５
歳
以
上
の
方
の
保
険
税
を
年
金

か
ら
特
別
徴
収 

　
加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上
の
国
保

世
帯
に
お
い
て
、
世
帯
主
が
国
保
被

保
険
者
で
、
か
つ
年
額
18
万
円
以
上

の
年
金
受
給
者
は
、
平
成
20
年
10
月

か
ら
年
金
よ
り
特
別
徴
収（
天
引
き
）

と
な
り
ま
す
。
　
　 

　
た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と
国
民
健

康
保
険
税
を
合
わ
せ
た
額
が
、
年
金

額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合
は
特

別
徴
収
を
行
い
ま
せ
ん
。
　
　
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

◎
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課 

　
☎
内
線
２
４
７
・
２
７
４ 

　
通
常
の
口
座
振
替
の

方
は
５
月
末
か
ら
、
早

割
の
口
座
振
替
の
方
は

４
月
末
か
ら
引
落
し
金

額
が
変
わ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

学
生
の
納
付
特
例
申
請
は
４
月
か
ら 

　
学
生
本
人
の
前
年
所
得
が
118
万
円

以
下
で
学
生
納
付
特
例
を
希
望
す
る

場
合
は
、
申
請
書
を
提
出
し
承
認
さ

れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。
承
認
期
間
は
４
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
で
す
。
申
請
は
毎
年
必
要

で
す
。 

　
申
請
の
際
に
は
、
年
金
手
帳
ま
た

は
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
、

印
鑑（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
に
は

不
要
）、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明

書
の
写
し（
平
成
20
年
度
有
効
の
も

の
）を
用
意
し
て
役
場
ま
た
は
支
所

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
町
民
課
　
☎
内
線
２
７
５ 

国
民
健
康
保
険
が
変
わ
り
ま
す 

国民年金の 
保険料が 
変わります 

国民年金の保険料は、４月から 
月額14,410円に変更になります。 

平
成
２０
年
４
月
か
ら
の 

　
　
　
　
　
　
制
度
改
正 

保
険
税
を
変
更 

表１　国民健康保険税の税率・税額表 

※限度額については、国の法律改正により変更予定 

医療費分 介護納付金分 

所得割 資産割 平等割 均等割 限度額 

後期高齢者支援金分 

所得割 均等割 限度額 所得割 均等割 限度額 

4.50 
― 
100

20.0 
― 
100

21,500 20,600 56万円 

3.50 
― 
100

20.0 
― 
100

1.20 
― 
100

18,100 20,600 47万円 

8,400 9万円 

1.20 
― 
100

8,400 9万円 
1.90 
― 
100

8,400 12万円 

平成19年度 

平成20年度 

　
４
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

今
ま
で
75
歳
以
上
の
方
が
利
用
し
て

い
た
老
人
医
療
受
給
者
証
は
不
要
に

な
り
ま
す
。 

　
老
人
医
療
受
給
証
は
、
本
人
で
破

棄
す
る
か
、
町
民
課
ま
で
持
参
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
町
民
課
　
☎
内
線
２
７
５ 

老
人
医
療 

　
受
給
者
証
を 

　
　
　
　
　
回
収 

老
人
医
療 

　
受
給
者
証
を 

　
　
　
　
　
回
収 


